
質問 回答

所得とは何を指しますか。

会社員の方は、１年間の給与等の収入金額（源泉徴収票の
「支払金額」に記載の額）から給与所得控除額を差し引い
た金額です。
自営業の方は、１年間の収入（売上金額）から必要経費を
差し引いた利益に相当する金額です。
複数の所得がある場合は合算します。（例：給与所得と一
時所得）

貸与型奨学金の年間返済額は、所得から控除できます
か。また、どのように確認しますか。

令和６年１月１日から令和６年１２月３１日の間に返済し
た金額は控除できます。
また、奨学金返還証明書により確認しますが、証明書の提
出が困難な場合には、通帳等により返済額を確認します。

令和６年中の所得を確認する書類は、源泉徴収票でも構
いませんか。

必ず所得証明書の提出が必要です。令和７年１月１日時点
に住民登録のあった市町村で証明書の発行をしてくださ
い。ただし、令和７年１月１日時点で小牧市内に住民登録
があれば省略可能です。

勤務先から住宅手当が支給されている場合、補助の対象
になりますか。

住宅手当分を控除した金額が対象となります。
交付申請時点で仕事をしている方（アルバイトを含む）
は、「住宅手当証明書」の提出が必要です。勤務先に記載
を依頼してください。
※勤務先から住宅手当などの支給がない場合でも、証明書
の提出が必要です。

申請時点で４０歳になりますが、対象になりますか。
婚姻日における年齢が３９歳以下であれば対象となりま
す。

引っ越し費用で対象となるものを具体的に教えてくださ
い。

引っ越しにかかった費用のうち、引っ越し業者や運送業者
へ支払った費用が対象です。したがって、レンタカーを借
りて引っ越しを行った場合の費用や、不用品の処分費用は
対象外です。

住宅を取得した場合、対象となる費用は何ですか。
婚姻に伴う住宅取得費用は、建物の購入費のみが対象で
す。

引っ越しの際のエアコン移設・設置費用は、補助の対象
となりますか。

対象になりません。

前年度に本補助金を受給した夫婦が補助金の上限額に達
していなかった場合、その差額を追加申請できますか。

その差額の範囲内で追加申請できます。
継続補助制度といい、対象となる可能性のある方には通知
にてお知らせいたします。
※ただし、前年度と同一物件で、令和７年４月１日から令
和８年３月１３日に支払った費用が対象です。

婚姻前の住宅購入またはリフォームは補助の対象となり
ますか。

対象となります。ただし、婚姻日より前に取得した住宅、
契約したリフォームの場合、婚姻日前１年以内に契約した
もので婚姻を機として取得した住宅、リフォームが対象と
なります。

住居のリフォームについて対象となる費用はどのような
ものですか。

婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修
繕、増築、改築、設備更新等の工事費用とします。ただ
し、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の
外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設
置に係る費用については対象外とします。

住宅取得費用や住宅リフォーム費用について、
国の他の住宅に関する補助制度と併用することは可能で
すか。

以下に記載した補助制度との併用はできません。
ただし、住宅リフォームにおいては、工事請負契約が
別かつ工期が別である場合は併用できます。
また、以下に記載していない他の国の補助制度との併用に
ついては、個別に相談してください。

・こどもみらい住宅支援事業
・地域型住宅グリーン事業
・ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業
・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH)化等支
援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業
・こどもエコすまい支援事業
・子育てグリーン住宅支援事業
・長期優良住宅化リフォーム推進事業
・住宅・建築物安全ストック形成事業
・次世代省エネ建材支援事業
・既存住宅における断熱リフォーム支援事業
・住宅エコリフォーム推進事業
・住宅・建築物省エネ改修推進事業
・高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推
進事業費補助金
・住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業
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夫婦の一方又は双方が外国人である場合、補助金の対象
となりますか。

日本方式の婚姻をしている場合は、対象となります。
外国方式の婚姻の場合は、戸籍に婚姻の事実を記載してい
れば対象となります。

夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件に、もう一方
が入居した場合は補助金の対象となりますか。

対象となります。ただし、補助対象となるのは、婚姻を機
とした同居開始後に生じた費用に限ります。
※上記の「婚姻を機とした同居」とは、婚姻日前１年以内
に同居した場合をいいます。


